
法
律
論
叢
　
第
七
三
巻
　
第
四
・
五
号
（
二
〇
〇
一
・
二
）

【
論
　
説
】

ド
イ
ッ
環
境
保
護
に
お
け
る
協
働
原
則

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
協
働
原
則

清

野

幾
久
子

　
目
　
次

一、

ﾂ
境
保
護
に
お
け
る
公
課
賦
課
と
協
働
原
則

二
、
環
境
保
護
と
協
働
原
則

　
ω
　
連
邦
環
境
法
と
協
働
原
則

②
協
働
の
形
態

⑧
協
働
の
目
的

三
、
環
境
保
護
分
野
に
お
け
る
協
働
原
則
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決

　
ω
　
カ
ッ
セ
ル
市
包
装
税
条
例
違
憲
判
決
（
し
u
～
δ
門
宍
軍
国
⑩
Q
o
り
目
O
①
）
に
み
る
協
働
原
則

　
②
　
包
装
税
条
例
と
協
働
原
則

　
③
　
州
廃
棄
物
公
課
法
違
憲
判
決
（
し
σ
～
δ
円
宍
軍
国
O
Q
o
り
Q
o
ω
）
に
み
る
協
働
原
則

　
ω
　
州
廃
棄
物
公
課
法
と
協
働
原
則

四
、
今
後
の
課
題
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、

環
境
保
護
に
お
け
る
公
課
賦
課
と
協
働
原
則

叢論律法

　
従
来
ド
イ
ツ
の
環
境
保
全
の
手
法
は
、
法
的
義
務
に
基
づ
く
「
規
制
的
手
法
」
が
主
流
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
時
の
ド
イ
ツ
で
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
V

の
規
制
的
手
法
を
補
う
方
式
と
し
て
「
市
場
原
理
を
応
用
し
た
経
済
的
手
法
」
が
と
ち
れ
て
い
る
。

　
経
済
的
手
法
の
中
で
も
現
在
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
か
ら
注
目
を
集
め
、
も
っ
と
も
焦
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
炭
素
税
に
代

表
さ
れ
る
「
環
境
税
」
の
手
法
、
す
な
わ
ち
、
環
境
に
負
荷
を
与
え
る
行
為
に
対
し
、
税
や
課
徴
金
等
の
公
課
を
課
し
、
入
々
を
租
税
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

公
課
を
回
避
す
る
方
向
に
誘
導
す
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境
不
適
合
的
行
為
を
減
ら
す
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
も
、
エ
コ
ロ
ジ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

的
と
い
う
行
政
目
的
を
、
税
や
公
課
に
よ
っ
て
誘
導
的
に
追
求
す
る
環
境
税
が
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
複
数
導
入
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
環
境
税
に
関
し
て
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
連
邦
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
な
く
州
レ
ベ
ル
で
も
、
環
境
保
護
に
熱
心
と
さ
れ
る
い
く
つ
か

の
州
を
中
心
と
し
て
、
州
独
自
の
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
公
課
の
導
入
が
は
か
ら
れ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
広
が
っ

た
取
水
公
葬
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
・
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
州
で
導
入
さ
れ
て
い
た
・
つ
い
で
一
九
九
。
年
代
に
は
廃
棄
物
の
発
生
回
雌

処
理
に
つ
き
＝
秀
向
へ
の
誘
導
効
果
を
持
つ
特
別
肇
物
公
超
廃
棄
物
発
生
公
葬
複
数
の
州
で
導
入
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
・
ま
た
・

地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
の
・
ベ
ル
で
は
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
係
わ
る
誘
覇
果
を
持
つ
嚢
税
条
饗
導
入
さ
れ
て
い
た
・

　
と
こ
ろ
で
、
環
境
税
に
代
表
さ
れ
る
新
た
な
税
の
創
設
や
公
課
の
賦
課
は
、
基
本
法
に
保
障
さ
れ
た
職
業
選
択
の
自
由
（
基
本
法
一
二

条
）
や
所
有
権
の
保
障
（
基
本
法
一
四
条
）
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
環
境
税
を
は
じ
め
と
す
る
経
済
的
手
法
に
つ
い
て
は
、

そ
の
正
当
性
や
合
法
性
に
つ
き
、
保
護
義
務
に
基
づ
く
国
の
責
任
や
民
主
制
原
理
、
そ
し
て
と
り
わ
け
法
治
国
家
原
理
の
観
点
か
ら
し
「
憲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

法
上
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
く
わ
え
て
、
州
レ
ベ
ル
や
市
レ
ベ
ル
で
の
環
境
公
課
賦
課
に
は
、
「
連
邦
と
州
と
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（
9
V

の
租
税
法
定
立
を
め
ぐ
る
権
限
問
題
L
と
い
う
重
要
な
憲
法
問
題
が
存
在
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
州
レ
ベ
ル
、
地
方
公
共
団
体
レ
ベ
ル
の
環
境
公
課
賦
課
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
ま
ず
一
九
九
五
年
一
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
V

七
日
に
州
の
取
水
賦
課
金
に
関
し
、
合
憲
判
断
を
下
し
た
。
し
か
し
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
市
条
例
で
あ
る
包
装
税
条
例
と
州
法

で
あ
る
特
別
廃
棄
物
公
課
法
、
廃
棄
物
発
生
公
課
法
に
つ
い
て
、
一
九
九
入
年
五
月
七
日
に
次
の
二
つ
の
判
決
に
お
い
て
違
憲
判
断
を
下

し
て
い
る
。

　
｝
九
九
八
年
の
二
つ
の
違
憲
判
決
の
う
ち
↓
つ
は
、
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
店
な
ど
の
使
い
捨
て
容
器
に
課
税
す
る
と
い
う
、
ヘ
ッ
セ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

州
カ
ッ
セ
ル
市
の
「
包
装
税
条
例
を
違
憲
と
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
（
以
下
、
カ
ッ
セ
ル
市
包
装
税
条
例
違
憲
判
決
と
表
記
）
。
ま
た
他
の

一
つ
は
、
特
別
廃
棄
物
、
廃
棄
物
公
課
に
関
し
て
で
あ
り
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
な
ど
「
複
数
の
州
で
制
定
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物
公
課
法
が
、
連
邦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

イ
ミ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
の
協
働
構
想
と
相
容
れ
ず
違
憲
で
あ
る
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
以
下
、
州
廃
棄
物
公
課
法
違
憲
判
決
と
表
記
）
。

　
カ
ッ
セ
ル
市
包
装
税
条
例
違
憲
判
決
に
お
い
て
は
、
市
町
村
に
よ
る
公
課
賦
課
の
合
憲
性
に
関
し
て
、
包
装
税
条
例
の
違
憲
性
判
断
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
V

「
連
邦
立
法
者
の
廃
棄
物
経
済
上
の
構
想
で
あ
る
協
働
原
則
」
に
照
ら
し
て
な
さ
れ
た
。
州
廃
棄
物
公
課
法
違
憲
判
決
に
お
い
て
は
、
問
題

と
な
っ
た
各
州
の
廃
棄
物
公
課
が
、
特
別
公
課
か
州
に
制
定
権
限
の
あ
る
租
税
で
あ
る
か
、
と
い
う
連
邦
と
州
と
の
租
税
法
定
立
の
権
限

問
題
に
つ
き
、
「
本
件
の
判
断
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
問
題
は
未
決
定
の
ま
ま
で
差
し
支
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
本
件
の
よ
う
な
環
境
に
か

か
わ
る
州
に
よ
る
誘
導
的
公
課
は
、
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
の
構
想
－
協
働
原
則
に
反
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
で
す
で
に
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

憲
な
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
。

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
で
み
る
か
ぎ
り
で
い
え
ば
、
協
働
原
則
は
、
「
州
に
よ
る
環
境
公
課
導
入
を
否
定
す
る
」
に
さ
い
し
て
の
重
要

な
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
以
下
ド
イ
ツ
環
境
保
護
分
野
に
お
け
る
こ
の
協
働
原
則
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
、
こ
の
協
働
原
則
が
連
邦
憲
法

裁
判
所
判
決
で
ど
う
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
、
協
働
原
則
の
憲
法
上
の
問
題
点
を
さ
ぐ
る
手
が
か
り
と
し
た
い
。
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二
、
環
境
保
護
と
協
働
原
則

ω
　
連
邦
環
境
法
と
協
働
原
則

叢論律法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
環
境
法
の
展
開
は
、
一
九
七
一
年
の
連
邦
環
境
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
に
は
じ
ま
る
。
こ
れ
は
、
総
合

的
・
長
期
的
観
点
か
ら
の
環
境
政
策
の
指
針
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
を
契
機
と
し
て
、
従
来
各
個
別
法
の
一
分

野
と
し
て
、
あ
る
い
は
州
レ
ベ
ル
で
の
規
制
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
環
境
保
護
に
関
す
る
環
境
政
策
・
環
境
法
整
備
が
連
邦
主
導
の
も
の

と
な
っ
て
い
く
。
一
九
七
二
年
に
は
こ
の
連
邦
環
境
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
環
境
保
護
に
関
す
る
連
邦
の
立
法
権
限
を
拡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

大
す
る
基
本
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
（
七
四
条
一
項
第
二
四
号
）
。
連
邦
に
は
、
新
た
に
廃
棄
物
処
理
、
大
気
の
清
浄
維
持
、
お
よ
び
騒
音

防
止
に
関
す
る
競
合
的
立
法
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。
環
境
法
に
お
け
る
連
邦
立
法
権
限
の
強
化
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
連
邦
主
導
に
よ
る
環

境
政
策
実
現
の
た
め
の
法
的
整
備
が
整
い
、
連
邦
環
境
法
と
い
う
領
域
が
形
成
さ
れ
た
。

　
一
九
七
一
年
の
連
邦
環
境
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
示
さ
れ
た
新
し
い
政
策
指
針
は
、
環
境
保
護
と
い
う
性
質
か
ら
し
て
、
当
然
従
来
の
規
制
的

行
政
法
と
は
異
な
る
手
法
と
原
則
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
七
六
年
の
連
邦
政
府
に
よ
る
「
環
境
報
告
書
」
に
お
い
て
今
後
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
V

指
す
べ
き
環
境
政
策
の
指
針
と
し
て
の
、
事
前
配
慮
原
則
、
原
因
者
負
担
原
則
、
協
働
原
則
の
基
礎
が
す
で
に
定
式
化
さ
れ
た
。

　
協
働
原
則
と
は
、
環
境
政
策
上
の
諸
目
的
を
で
き
る
限
り
合
意
に
基
づ
き
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
す
環
境
政
策
上
の
手
続
原
則
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
さ
き
に
あ
げ
た
一
九
七
六
年
連
邦
政
府
の
環
境
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
協
働
原
則
は
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。

　
「
連
邦
立
法
者
の
構
想
に
お
け
る
環
境
法
で
は
、
拘
束
力
の
あ
る
指
令
、
特
に
命
令
、
禁
止
、
許
可
留
保
な
ど
に
加
え
て
、
間
接
的
な



　
行
動
制
御
と
い
う
手
段
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
家
、
経
済
界
、
社
会
の
共
同
責
任
と
い
う
枠
内
で
、
産
業
上
の
自
由
と
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
会
的
必
要
の
間
の
調
整
を
あ
ら
ゆ
る
関
係
人
の
協
働
の
も
と
で
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
。

　
ド
イ
ツ
の
環
境
法
に
お
け
る
一
般
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
環
境
法
で
は
、
個
々
の
環
境
法
に
お
い
て
こ
の
協
働
原
則
が
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

化
さ
れ
、
規
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
七
条
、
四
八
条
、
廃
棄
物
法
四
条
五
項
で
は
、
一
定
の
法
規
命
令
及
び
行

政
規
定
の
公
布
前
に
利
害
関
係
人
に
聴
聞
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
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ω
協
働
の
形
態

　
「
協
働
原
則
」
は
環
境
保
護
の
実
務
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
環
境
保
護
の
実
務
に
お
け
る
協
働
の
形
態
は
、
①
立

法
や
法
規
命
令
な
ど
の
法
の
制
定
に
際
し
て
行
わ
れ
る
、
聴
聞
の
形
式
に
よ
る
国
家
と
集
団
や
、
団
体
と
の
協
働
、
②
専
門
家
の
委
員
会

参
加
に
よ
る
政
府
の
政
策
等
へ
の
助
言
、
③
法
規
命
令
の
制
定
を
無
用
と
す
る
国
家
と
産
業
団
体
と
の
任
意
の
合
意
（
非
公
式
の
協
定
、

規
範
定
立
前
の
、
規
範
に
か
わ
る
協
定
）
、
④
国
家
に
よ
る
環
境
保
護
目
標
の
設
定
と
経
済
界
の
自
律
的
責
任
、
⑤
許
可
手
続
の
実
施
前
に

行
わ
れ
る
申
請
者
と
官
庁
と
の
非
公
式
の
「
事
前
折
衝
」
、
⑥
環
境
保
護
任
務
の
私
人
へ
の
委
託
、
⑦
環
境
法
の
執
行
に
関
す
る
非
公
式
協

定
、
⑧
当
事
者
で
な
い
人
々
に
よ
る
行
政
手
続
へ
の
協
議
参
加
（
公
衆
の
参
加
、
環
境
団
体
の
参
加
）
、
⑧
環
境
保
護
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

の
道
を
開
く
こ
と
等
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
法
的
に
は
、
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
上
の
立
法
段
階
で
の
関
係
者
へ
の
聴
聞
の
保
障
な
ど
の
よ
う
な
法
令
に
よ
り
制
度
化
さ
れ
た

協
働
と
、
制
度
化
さ
れ
て
な
い
非
公
式
の
協
定
等
と
の
区
別
が
重
要
で
あ
り
、
ま
た
協
働
が
行
わ
れ
る
段
階
か
ら
見
れ
ば
、
法
規
定
立
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

階
で
の
協
働
と
法
規
執
行
段
階
で
の
協
働
が
区
別
さ
れ
る
。
ま
た
、
当
事
者
で
な
い
人
や
環
境
団
体
に
参
加
や
ア
ク
セ
ス
の
道
を
ひ
ら
く



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
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@
こ
と
も
、
協
働
の
概
念
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

ω
協
働
の
目
的

叢論律法

　
協
働
的
手
法
が
利
用
さ
れ
る
一
般
的
背
景
と
し
て
、
合
意
や
了
解
に
よ
っ
て
環
境
保
護
領
域
に
お
け
る
法
『
執
行
』
の
困
難
が
軽
減
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
特
に
経
済
界
が
環
境
政
策
上
の
意
思
形
成
プ
ロ
セ
ス
と
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
す
る
こ
と
に
関
し
学
説
は
、
①
環
境
保
護
に
対
す
る
そ

の
専
門
知
識
を
開
拓
し
、
環
境
政
策
プ
ラ
ン
の
完
遂
を
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
っ
て
容
易
に
す
る
こ
と
、
②
公
共
部
門
と
民
間
部
門
の
協
働

は
、
公
の
課
題
を
果
た
す
こ
と
に
対
す
る
共
通
の
責
任
を
強
調
す
る
こ
と
、
③
こ
の
責
任
は
経
済
界
や
社
会
に
法
律
の
遵
守
を
要
求
す
る

ば
か
り
で
な
く
、
行
為
目
的
と
行
為
手
段
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
経
済
界
に
自
己
責
任
に
よ
る
計
画
と
共
同
形
成
を
期
待
す
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

あ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
、
手
続
へ
の
住
民
参
加
に
よ
る
正
当
化
と
受
容
、
②
官
庁
や
立
法
者
の
決
定
に
際
し
て
の
情
報
基
盤
の
改
善
、
③
産
業
の

自
由
と
社
会
の
必
要
性
の
調
整
の
中
で
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
視
点
と
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
視
点
が
一
致
点
を
見
い
だ
す
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
（
2
5
V

き
る
で
あ
ろ
う
。



一一

黶A

ﾂ
境
保
護
分
野
に
お
け
る
協
働
原
則
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決

ω
　
カ
ッ
セ
ル
市
包
装
税
条
例
違
憲
判
決
（
口
」
～
δ
弓
窓
国
】
O
o
o
Ψ
H
O
O
）
に
み
る
協
働
原
則

ドイツ環境保護における協働原則33

　
ま
ず
、
カ
ッ
セ
ル
市
包
装
税
条
例
違
憲
判
決
に
示
さ
れ
た
協
働
原
則
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

　
カ
ッ
セ
ル
市
包
装
税
条
例
の
場
合
、
包
装
税
は
使
い
捨
て
包
装
・
容
器
に
課
税
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
課
税
圧
力
に
よ
っ
て
販

売
者
は
、
使
い
捨
て
包
装
・
容
器
を
や
め
て
再
利
用
し
う
る
容
器
に
転
換
す
る
方
向
に
誘
導
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
誘
導
が
、
「
連
邦

廃
棄
物
法
上
の
構
想
」
（
Q
Q
°
H
悼
①
）
に
反
し
て
い
る
と
さ
れ
た
。

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
七
五
年
の
連
邦
政
府
に
よ
る
廃
棄
物
経
済
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
記
載
を
あ
げ
、
包
装
問
題
に
関
し
て
の
廃
棄
物

法
に
お
け
る
協
働
原
則
の
採
用
を
次
の
よ
う
に
確
認
す
る
。

　
「
連
邦
政
府
は
、
廃
棄
物
経
済
に
お
い
て
包
装
問
題
に
特
別
な
優
先
性
を
与
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
連
邦
政
府
は
廃
棄
物
経
済
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
継
続
し
て
い
く
一
環
と
し
て
、
当
該
分
野
に
お
け
る
経
済
全
体
に
と
っ
て
有
意
義
な
解
決
法
を
得
る
た
め
に
力
を
そ
そ
い
で
い

る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
連
邦
政
府
は
連
邦
、
州
、
地
方
公
共
団
体
の
中
央
機
関
、
な
ら
び
に
産
業
界
と
商
業
界
の
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家

が
協
働
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
専
門
家
は
定
期
的
な
情
報
交
換
を
土
台
と
し
て
、
特
に
包
装
の
合
理
化
や
い
っ
そ
う

の
再
利
用
と
い
っ
た
領
域
の
懸
案
問
題
に
つ
い
て
、
解
決
策
の
提
案
を
作
成
す
る
と
い
う
役
割
を
負
う
べ
き
で
あ
る
」
（
g
Q
°
H
悼
①
）
。

　
そ
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
「
協
働
構
想
の
明
瞭
な
表
現
は
廃
棄
物
法
一
四
条
の
規
定
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
の
．
旨
刈
）
と
す
る
。

「
こ
の
規
定
は
連
邦
立
法
者
の
思
惑
に
よ
れ
ば
一
九
入
六
年
の
廃
棄
物
法
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
（
o
Q
’
旨
¶
）
。
こ
の
廃
棄
物
法
一
四
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条
二
項
で
は
、
連
邦
政
府
は
法
規
命
令
に
よ
っ
て
使
い
捨
て
容
器
に
つ
い
て
一
般
的
に
禁
止
す
る
権
限
が
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
権
限
に
あ
た
っ
て
は
ま
ず
、
「
民
間
経
済
を
自
己
責
任
に
よ
る
廃
棄
物
経
済
的
な
行
為
に
向
か
わ
せ
、
協
働
の
準
備
体

制
を
促
進
す
る
」
こ
と
が
先
決
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
民
間
経
済
に
よ
る
「
協
働
の
努
力
が
成
果
を
挙
げ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
と
き
に

初
め
て
行
使
さ
れ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
（
ω
゜
這
¶
）
。

　
廃
棄
物
法
一
四
条
二
項
で
こ
の
よ
う
に
表
わ
さ
れ
た
包
装
の
分
野
に
お
け
る
協
働
は
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
き
た
と

さ
れ
る
。

　
「
す
で
に
一
九
七
二
年
の
廃
棄
物
法
｝
四
条
の
下
で
、
一
九
七
七
年
に
は
ド
イ
ツ
産
業
界
は
任
意
の
自
主
規
制
協
定
と
い
う
枠
内
で
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
使
い
捨
て
包
装
の
導
入
を
放
棄
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。
こ
の
自
主
規
制
は
一
九
入
七
年
の
末
ま
で
有
効
で
あ
っ
た
。

一
九
八
六
年
改
正
の
廃
棄
物
法
一
四
条
二
項
を
基
礎
と
し
て
連
邦
政
府
に
よ
り
出
さ
れ
た
最
初
の
命
令
で
あ
る
一
九
入
入
年
一
二
月
二
〇

日
の
『
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
飲
料
包
装
の
回
収
と
デ
ポ
ジ
ッ
ト
徴
収
に
関
す
る
命
令
』
は
、
再
利
用
可
能
な
ガ
ラ
ス
製
デ
ポ
ジ
ッ
ト
瓶
を
、
使

い
捨
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
瓶
（
特
に
一
・
五
リ
ッ
ト
ル
の
使
い
捨
て
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
）
で
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
」
般
的
傾
向
に
歯
止
め

を
か
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
連
邦
政
府
は
、
飲
料
包
装
に
つ
い
て
リ
サ
イ
ク
ル
率
と
再
利
用
包
装
の
割
合
を
定
め
、
経

済
界
の
自
律
的
共
同
作
業
で
こ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
目
標
が
設
定
さ
れ
た
L
（
g
Q
」
悼
㊤
）
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
廃
棄
物
法
上
の
協
働
原
則
に
基
づ
い
た
目
標
設
定
は
、
最
終
的
に
期
待
さ
れ
た
成
果
を
挙
げ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

連
邦
政
府
は
－
極
め
て
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
　
　
秩
序
法
上
の
規
定
で
あ
る
次
の
よ
う
な
包
装
命
令
を
定
め
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
「
一
九
九
一
年
六
月
一
二
日
の
包
装
命
令
は
、
販
売
者
や
消
費
者
の
責
任
だ
け
で
な
く
、
包
装
の
製
造
者
の
責
任
も
前
提
と
し
て
い

る
。
こ
の
包
装
命
令
は
回
収
義
務
の
ネ
ッ
ト
ワ
！
ク
化
を
目
指
し
て
お
り
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
取
引
か
ら
は
じ
ま
り
、
消

費
財
産
業
、
包
装
製
造
者
を
介
し
て
原
始
材
料
の
納
入
業
者
に
至
る
ま
で
の
包
装
材
廃
棄
物
発
生
の
原
因
者
連
鎖
が
逆
向
き
に
進
行
し
て



ドイツ環境保護における協働原則35

い
く
。
こ
の
包
装
命
令
は
回
収
義
務
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
個
々
の
製
品
や
業
界
に
つ
い
て
の
「
孤
島
的
解
決
策
」

（
ぎ
゜
。
Φ
ま
。
。
巨
σ
q
8
）
を
実
質
的
に
排
し
た
、
す
べ
て
の
関
係
者
の
協
働
作
業
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
L
（
ω
』
卜
⊇
㊤
l
H
°
。
O
）
。

　
「
一
九
九
〇
年
七
月
の
包
装
命
令
の
草
案
は
す
で
に
関
係
業
界
に
対
し
、
共
通
の
解
決
モ
デ
ル
を
開
発
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
た
。
そ
の

結
果
と
し
て
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
見
出
さ
れ
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
連
邦
政
府
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
包
装
命
令
は
関
係
業
界
の
協
働
的
な
参
加
の
成
果
な
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
特
に
包
装
材
の
製
造
者
を
も
含
め
た
い
っ

そ
う
の
共
同
作
業
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
」
（
Q
D
』
°
。
O
）
。

ω
　
包
装
税
条
例
と
協
働
原
則

　
カ
ッ
セ
ル
市
包
装
税
条
例
と
連
邦
立
法
者
の
構
想
に
お
け
る
協
働
原
則
と
の
抵
触
に
つ
き
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
「
廃
棄
物
回
避
と
廃
棄

物
再
利
用
を
規
定
す
る
連
邦
の
権
限
は
、
基
本
法
七
四
条
一
項
二
四
号
か
ら
生
じ
て
い
る
。
連
邦
立
法
者
は
、
廃
棄
物
経
済
と
い
う
定
め

ら
れ
た
目
標
を
特
に
協
働
的
な
管
理
と
い
う
形
で
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
権
限
を
行
使
し
て
い
る
」
（
o
Q
」
卜
⊃
O
）
と
の
認
識
に
立
っ

て
、
連
邦
の
競
合
的
立
法
権
限
の
問
題
と
し
て
違
憲
性
を
導
い
た
。
そ
の
道
す
じ
の
中
で
、
協
働
原
則
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
連
邦
立
法
者
の
構
想
に
お
け
る
環
境
法
で
は
、
拘
束
力
の
あ
る
指
令
、
特
に
命
令
、
禁
止
、
許
可
留
保
な
ど
に
加
え
て
、
間
接
的
な

行
動
制
御
と
い
う
手
段
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
家
、
経
済
界
、
社
会
の
共
同
責
任
と
い
う
枠
内
で
、
産
業
上
の
自
由
と
社
会

的
必
要
の
間
の
調
整
を
協
働
パ
ー
ト
ナ
ー
と
と
も
に
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
Q
Q
°
昌
悼
〔
ロ
ー
H
M
四
同
）
。

　
「
こ
の
協
働
原
則
は
、
異
な
る
専
門
的
、
技
術
的
、
人
員
的
、
経
済
的
な
手
段
を
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
が
、
独
立
し
た
役
割
分
担
と
行

動
調
節
で
、
設
定
さ
れ
た
目
標
ま
た
は
共
通
に
定
義
さ
れ
た
目
標
を
達
成
す
る
と
い
う
集
団
的
な
責
任
を
根
拠
づ
け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
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租
税
に
よ
る
誘
導
は
個
々
の
人
々
の
行
動
に
依
存
し
て
お
り
、
あ
る
者
の
行
動
を
他
の
者
の
環
境
的
行
動
に
適
合
さ
せ
た
り
、
環
境
政
策

上
の
全
体
的
成
果
を
見
積
も
っ
て
法
律
で
事
前
に
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
協
働
は
必
要
性
と
能
力
に
応
じ
た
関
係
者
の
合
意
に
よ

る
共
同
作
業
を
可
能
に
し
、
租
税
に
よ
る
誘
導
は
、
給
付
能
力
の
あ
る
者
に
対
し
て
環
境
負
担
へ
の
逃
げ
込
み
を
認
め
、
そ
の
一
方
で
給

付
能
力
の
な
い
者
に
対
し
て
は
拘
束
力
の
あ
る
禁
止
と
同
じ
よ
う
に
作
用
す
る
L
（
Q
Q
°
H
悼
H
I
H
ゆ
悼
）
。
「
租
税
に
よ
る
誘
導
は
、
協
働
パ
ー
ト

ナ
ー
が
自
己
の
専
門
知
識
、
技
術
的
・
経
済
的
な
知
見
、
環
境
法
上
で
利
用
可
能
な
組
織
力
な
ど
を
環
境
法
に
従
っ
て
活
用
し
な
く
な
っ

た
場
合
に
は
、
協
働
原
則
の
開
放
性
、
相
互
性
、
耐
久
性
と
相
反
す
る
こ
と
に
な
る
」
（
Q
自
μ
悼
悼
）
。

　
さ
ら
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
協
働
原
則
と
カ
ッ
セ
ル
市
包
装
税
条
例
の
よ
う
な
誘
導
的
租
税
の
性
質
を
比
較
し
、
協
働
原
則
の
優
位

を
次
の
よ
う
に
導
い
て
い
る
（
q
Q
．
μ
悼
H
－
昌
悼
悼
）
。
①
協
働
原
則
は
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
「
目
的
に
拘
束
さ
れ
た
協
働
」
で
あ
り
、
協

働
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
す
る
「
協
働
作
業
の
義
務
づ
け
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
租
税
的
誘
導
で
あ
る
包
装
税
は
「
目
的
を
指
向
す
る
租
税
上

の
行
動
誘
導
」
で
あ
り
、
課
税
要
件
該
当
者
に
対
し
て
国
家
が
期
待
す
る
行
動
様
式
を
採
用
す
る
こ
と
へ
の
「
財
政
経
済
的
な
動
機
づ
け
」

に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
②
協
働
原
則
は
特
定
の
成
果
を
「
義
務
づ
け
る
」
が
協
働
作
業
の
具
体
的
な
形
は
「
未
決
定
」
で
あ
り
、
そ
の
成
果

達
成
の
た
め
の
手
段
の
選
択
は
協
働
パ
ー
ト
ナ
ー
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
誘
導
的
租
税
は
、
租
税
負
担
を
受
け
入
れ
る
か
そ
れ

と
も
課
税
の
構
成
要
件
を
回
避
し
て
環
境
保
護
に
寄
与
す
る
か
は
、
「
課
税
要
件
該
当
者
の
選
択
」
に
任
さ
れ
、
そ
の
分
誘
導
目
的
が
「
確

実
に
達
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」
こ
と
、
③
特
に
二
者
が
区
別
さ
れ
る
の
は
、
「
制
裁
」
の
点
に
お
い
て
で
あ
り
、
協
働
原
則
に
お
い
て

は
達
成
さ
れ
る
べ
き
環
境
成
果
を
法
的
拘
束
力
を
も
っ
て
規
定
す
る
も
の
の
、
目
標
に
達
し
な
か
っ
た
場
合
で
さ
え
、
制
裁
を
課
す
こ
と

は
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。

　
結
局
カ
ッ
セ
ル
市
包
装
税
条
例
違
憲
判
決
で
は
、
租
税
的
な
誘
導
の
以
上
の
よ
う
な
性
質
が
、
一
九
八
六
年
八
月
二
七
日
の
連
邦
の
廃

棄
物
法
お
よ
び
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
制
定
さ
れ
た
一
九
九
一
年
六
月
一
二
日
の
包
装
命
令
で
構
想
さ
れ
た
協
働
原
則
の
具
体
的
内
容
で
あ



る
、
①
「
行
使
手
段
の
開
放
性
」
、
②
「
関
係
業
界
の
協
働
的
責
任
」
、
③
「
全
体
的
目
標
達
成
」
、
④
「
集
団
的
義
務
履
行
」
な
ど
を
損
な

う
こ
と
に
な
る
の
で
（
Q
Q
』
。
。
o
占
。
。
悼
）
、
カ
ッ
セ
ル
市
が
か
よ
う
な
包
装
税
に
つ
い
て
自
ら
有
す
る
租
税
定
立
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
は
法

治
国
家
原
則
に
反
し
、
権
限
行
使
の
限
界
を
超
え
る
と
判
断
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

ドイツ環境保護における協働原則37

㈹
　
州
廃
棄
物
公
課
法
違
憲
判
決
（
切
く
σ
円
窓
国
㊤
o
。
ゆ
Q
。
こ
。
）
に
み
る
協
働
原
則

　
本
判
決
で
は
、
「
特
別
に
監
視
の
必
要
の
あ
る
」
有
害
廃
棄
物
や
、
一
定
の
廃
棄
物
の
発
生
に
つ
い
て
、
直
接
に
公
課
を
賦
課
す
る
州
法

の
違
憲
性
が
問
わ
れ
た
。

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
同
日
に
だ
さ
れ
た
前
出
カ
ッ
セ
ル
市
包
装
税
条
例
違
憲
判
決
を
引
用
し
て
、
「
環
境
保
護
は
、
連
邦
立
法
者

の
構
想
に
よ
れ
ば
国
家
、
経
済
界
お
よ
び
社
会
の
共
通
の
課
題
で
あ
り
、
形
成
的
な
共
同
責
任
と
共
同
作
業
で
あ
ら
ゆ
る
関
係
者
が
協
働

す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
Q
Q
』
O
H
）
と
し
た
。
そ
し
て
、
廃
棄
物
の
回
避
・
再
利
用
に
つ
い
て
定
め
た
「
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ー

ン
防
止
法
は
、
第
九
執
行
命
令
と
の
関
連
に
お
い
て
廃
棄
物
法
上
の
義
務
が
い
っ
そ
う
詳
細
に
形
成
さ
れ
る
よ
う
な
協
働
方
法
を
要
請
し

て
い
る
」
（
q
Q
μ
O
昌
）
こ
と
を
次
の
よ
う
に
確
認
し
て
い
る
。

　
「
連
邦
立
法
者
は
廃
棄
物
経
済
を
定
め
る
権
限
に
基
づ
き
、
廃
棄
物
法
と
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
の
全
体
的
構
想
と
し
て
、
協
働

の
開
放
的
事
実
要
件
が
個
別
的
に
扱
う
と
い
う
比
例
性
を
指
向
し
の
、
し
か
も
協
働
パ
ー
ト
ナ
ー
に
選
択
権
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

う
に
㈲
、
製
造
に
起
因
す
る
廃
棄
物
の
回
避
と
再
利
用
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
Q
Q
h
O
同
I
H
O
卜
⊇
）
。

　
㈲
の
個
別
的
に
扱
う
と
い
う
比
例
性
の
内
容
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
施
設
事
業
者
の
環
境
法
上
の
責

任
の
基
準
と
な
る
の
は
、
技
術
的
な
可
能
性
と
、
当
該
事
業
者
に
課
せ
ら
れ
る
回
避
義
務
お
よ
び
再
利
用
義
務
の
期
待
可
能
性
で
あ
る
。
連
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邦
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
は
五
条
一
項
三
号
で
許
可
を
受
け
る
必
要
の
あ
る
施
設
の
事
業
者
に
対
し
て
、
回
避
と
再
利
用
が
技
術
的
に
可

能
で
あ
り
期
待
可
能
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
製
造
に
起
因
す
る
廃
棄
物
を
回
避
し
、
も
し
く
は
適
正
か
つ
無
害
に
再
利
用
す
る
よ
う
義

務
づ
け
て
い
る
。
五
条
の
こ
の
基
本
的
義
務
は
、
関
係
業
界
へ
の
聴
聞
の
後
（
五
一
条
）
に
、
法
規
命
令
に
よ
っ
て
五
条
に
定
め
る
義
務

を
詳
細
に
規
定
す
る
権
限
が
連
邦
政
府
に
権
限
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
七
条
）
と
結
び
つ
い
て
い
る
L
（
o
。
°
H
o
悼
）
。

　
「
し
た
が
っ
て
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
は
、
個
別
的
に
扱
う
と
い
う
比
例
性
の
基
準
に
基
づ
い
て
具
体
的
な
環
境
義
務
を
設
定
し
、

こ
の
基
準
は
廃
棄
物
回
避
と
廃
棄
物
再
利
用
と
い
う
目
的
を
、
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
施
設
、
そ
の
運
営
者
お
よ
び
事
業
者
に
期
待
可
能
な
範

囲
で
旦
ハ
体
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
期
待
可
能
性
は
環
境
法
の
み
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
期
待
可
能
性
は
、
経
済
的

お
よ
び
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
要
請
す
な
わ
ち
営
業
に
有
益
で
公
共
の
福
祉
に
適
う
と
い
う
要
請
を
評
価
し
て
斜
酌
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
異

な
る
処
理
方
法
の
も
と
で
の
コ
ス
ト
比
較
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
事
業
費
用
お
よ
び
製
造
費
用
と
環
境
の
た
め
の
再
利
用
の
利
益
と
の

間
の
コ
ス
ト
比
較
を
要
求
し
、
ま
た
最
終
的
に
は
価
格
へ
の
影
響
を
評
価
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
施
設
の
事
業
か
ら
得
ら
れ
る
製
造
物
の
市

場
性
を
評
価
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
う
し
た
基
準
は
企
業
的
な
見
積
も
り
、
立
案
、
評
価
の
上
に
築
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
コ
ス

ト
比
較
と
市
場
の
計
画
を
通
し
て
企
業
者
が
協
働
し
た
場
合
に
は
、
高
度
な
法
律
上
の
有
効
性
を
得
る
の
で
あ
る
。
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ー
ン

防
止
法
五
条
一
項
三
号
に
い
う
、
再
利
用
の
無
害
性
と
い
う
表
現
は
、
廃
棄
物
法
上
の
義
務
と
い
う
目
的
に
照
ら
せ
ば
、
『
い
か
な
る
犠
牲

を
払
っ
て
も
』
再
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
環
境
適
合
的
な
再
利
用
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
官
庁
と
市
民
と
の
協
働
体
制
は
、
ひ
と
え
に
環
境
官
庁
と
施
設
事
業
者
の
間
の
理
解
を
指
向
し
て
お
り
、
廃

棄
物
法
に
つ
い
て
の
基
準
と
目
標
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
」
（
g
Q
。
H
O
悼
l
H
O
G
Q
）
。

　
㈲
の
各
事
業
者
に
選
択
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
協
働
原
則
の
内
容
と
し
て
次
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
施
設
事
業
者
は
、
廃
棄
物
法
上
の
義
務
の
履
行
の
あ
り
方
に
関
し
て
自
由
な
決
定
権
を
有
し
て
い
る
。
官
庁
は
選
択
の
自
由
と
い
う
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設
定
に
拘
束
さ
れ
て
お
り
、
特
に
許
可
手
続
（
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
四
条
）
の
枠
内
で
、
お
よ
び
事
後
的
な
命
令
制
定
（
同
法
一

七
条
）
に
あ
た
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
官
庁
は
、
複
数
の
代
替
案
の
中
か
ら
一
方
的
に
も
っ
と
も
環
境
適
A
口
的
な
案
を
施
設

事
業
者
に
義
務
づ
け
る
よ
う
な
決
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
（
Q
Q
μ
O
°
。
）
。

　
「
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
五
条
一
項
三
号
が
規
制
し
て
お
ら
ず
、
廃
棄
物
処
理
義
務
が
州
法
上
で
利
用
義
務
、
提
供
義
務
あ
る
い
は

引
き
渡
し
義
務
に
転
換
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
限
り
に
お
い
て
も
（
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
二
九
条
一
項
四
号
、
＝
二
条
四
項
参
照
、

一
九
八
六
年
の
廃
棄
物
法
に
つ
い
て
は
、
特
に
六
条
一
項
五
文
と
六
文
を
参
照
）
、
連
邦
法
の
設
定
の
枠
内
で
再
利
用
の
優
位
性
（
連
邦
イ

ミ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
五
条
二
項
二
号
、
三
条
二
項
三
号
）
に
ど
の
よ
う
に
し
て
従
う
か
は
、
原
則
と
し
て
処
理
義
務
者
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
と
き
物
質
的
な
再
利
用
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
的
な
再
利
用
の
比
率
を
ど
う
設
定
す
る
か
に
つ
い
て
も
1
環
境
適
合
的
な
再
利
用
方
法

の
優
位
性
は
別
と
し
て
ー
、
や
は
り
経
済
的
な
期
待
可
能
性
と
い
う
留
保
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
六
条

一
項
二
号
お
よ
び
三
号
）
。
連
邦
政
府
は
詳
細
な
規
定
を
関
係
業
界
へ
の
聴
聞
の
後
に
法
規
命
令
に
よ
っ
て
（
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
防
止
法

六
条
一
項
四
号
）
、
施
設
内
部
の
再
利
用
の
物
質
関
連
の
要
求
事
項
に
つ
い
て
も
定
め
る
（
同
条
九
条
三
項
）
。
連
邦
政
府
が
こ
の
よ
う
な
規

定
を
定
め
な
い
限
り
に
お
い
て
、
廃
棄
物
処
理
義
務
者
で
あ
る
施
設
事
業
者
に
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
六
条
二
項
に
基
づ
く
選
択
権

が
残
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
処
理
義
務
者
に
は
集
団
的
義
務
履
行
と
い
う
可
能
性
も
残
さ
れ
る
（
同
法
一
七
条
以
下
）
」
（
Q
Q
」
O
ら
。
占
O
仁
）
。

ω
　
州
廃
棄
物
公
課
法
と
協
働
原
則

39

　
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
手
段
の
中
か
ら
の
選
択
が
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
事
業
者
に
連
邦
全
域
で
同
じ
よ
う
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と

と
、
州
の
廃
棄
物
公
課
の
賦
課
・
徴
収
が
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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「
州
法
で
こ
の
選
択
を
狭
め
る
こ
と
は
競
業
の
平
等
を
守
る
た
め
に
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
連
邦
政
府
は
す
で
に
一
九

八
六
年
の
廃
棄
物
法
の
立
法
過
程
で
、
広
範
な
州
法
に
よ
る
規
制
を
第
一
a
条
で
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
連
邦
参
議
院
の
要
請
を
拒
絶
し
、

ど
の
競
業
者
に
対
し
て
も
同
じ
選
択
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
競
業
の
平
等
を
次
の
よ
う
に
擁
護
し
た
の
で
あ
る
。
『
た
と
え
ば
あ
る
州
で
物

質
的
な
再
利
用
を
優
先
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
場
合
、
他
な
ら
ぬ
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
三
条
二
項
で
定
め
ら
れ
て
い
る
内
容

の
効
果
、
つ
ま
り
施
設
事
業
者
の
持
つ
再
利
用
の
二
つ
の
異
な
る
選
択
可
能
性
か
ら
の
選
択
の
自
由
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
広
範
な
州
法

に
よ
る
規
制
を
認
め
れ
ば
、
た
と
え
市
場
が
存
在
せ
ず
あ
る
い
は
過
剰
供
給
の
た
め
に
市
場
が
崩
壊
し
て
い
て
も
、
発
生
し
た
物
質
を
三

条
二
項
に
含
ま
れ
て
い
る
経
済
的
な
要
素
を
顧
慮
せ
ず
に
と
り
あ
え
ず
物
質
的
な
再
利
用
に
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
州
で
規
定

で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
州
に
こ
う
し
た
裁
量
の
余
地
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
』
」
（
Q
Q
」
O
偽
）
（
『
　
』

内
は
内
部
委
員
会
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
連
邦
政
府
の
声
明
の
再
録
）
。

　
結
局
本
件
で
は
、
問
題
と
な
っ
た
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
、
二
i
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
、
シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ

ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
の
廃
棄
物
公
課
法
に
つ
き
、
公
課
の
圧
力
に
よ
っ
て
施
設
事
業
者
の
廃
棄
物
法
上
の
義
務
が
具
体
化
さ
れ
る
か

た
ち
と
な
る
と
き
に
は
、
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
上
の
協
働
構
想
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
違
憲
の
結
論
が

導
び
か
れ
た
。

　
「
州
公
課
法
上
の
誘
導
は
受
け
手
で
あ
る
施
設
事
業
者
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
、
単
な
る
ア
ド
バ
イ
ス
、
手
続
促
進
、
将
来
の
命
令
と
い
っ

た
手
段
か
ら
そ
の
開
放
性
を
奪
う
と
と
も
に
効
力
の
一
部
を
奪
っ
て
し
ま
う
。
州
公
課
法
に
よ
る
全
般
的
な
誘
導
は
、
個
別
的
に
扱
う
比
例

性
に
基
づ
く
扱
い
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
個
々
の
施
設
の
特
殊
性
に
手
段
を
適
合
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
公
課
支
払
義
務
は
ま
た
、

あ
り
得
る
制
裁
を
猶
予
す
る
こ
と
で
回
避
の
た
め
の
適
合
化
の
期
間
を
施
設
事
業
者
に
与
え
る
こ
と
も
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
」
（
ω
μ
O
浴
）
。

　
な
お
、
廃
棄
物
回
避
・
再
利
用
に
お
け
る
、
廃
棄
物
公
課
に
比
較
し
て
の
協
働
原
則
の
優
位
性
は
、
開
放
性
と
い
う
点
か
ら
つ
ぎ
の
よ
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う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
「
全
般
的
な
州
公
課
法
上
の
誘
導
は
、
個
別
ヶ
ー
ス
で
与
え
ら
れ
て
い
る
代
替
行
為
の
探
索
や
異
な
る
環
境
適
合
性
の
探
索
を
な
お
ざ

り
に
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
環
境
手
続
の
協
働
の
開
放
性
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
施
設
事
業
者
は
、
公
課
負
担
を
回
避
す
る

た
め
に
廃
棄
物
の
環
境
に
有
害
な
取
扱
を
優
先
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
か
つ
経

済
的
に
求
め
ら
れ
る
処
理
形
態
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
再
利
用
、
第
三
老
に
よ
る
再
利
用
、
熱
処
理
、
集
積
な
ど
）
が
公
課
義
務
で
高

価
な
も
の
に
な
る
と
す
る
と
、
施
設
事
業
者
は
公
課
負
担
の
圧
力
に
よ
っ
て
施
設
で
発
生
す
る
物
質
を
環
境
保
護
の
知
見
に
反
し
て
製
品

に
入
れ
る
よ
う
な
圧
迫
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
」
（
Q
Q
』
O
O
）
。

四
、
今
後
の
課
題

　
ド
イ
ツ
環
境
保
護
の
分
野
に
お
け
る
経
済
的
手
法
の
進
展
は
、
「
国
家
に
よ
る
規
制
」
に
は
も
は
や
機
能
的
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
出
発

し
て
い
る
。
協
働
原
則
は
、
一
九
九
八
年
の
環
境
法
典
に
か
か
わ
る
独
立
専
門
家
委
員
会
草
案
に
お
い
て
も
、
規
範
定
立
か
ら
具
体
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

政
策
執
行
過
程
に
至
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
過
程
全
体
に
及
ぶ
原
則
と
さ
れ
て
い
る
。

　
協
働
原
則
の
政
策
と
し
て
の
認
知
は
、
一
方
で
環
境
保
護
の
よ
う
な
行
政
分
野
に
お
い
て
、
市
民
と
行
政
の
対
立
の
時
代
は
過
ぎ
つ
つ

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
在
は
N
P
O
の
可
能
性
が
広
く
論
じ
ら
れ
、
協
働
原
則
は
参
加
の
観
点
か
ら
こ
れ
に
可
能
性
を
開
く
も
の

で
あ
る
と
い
う
評
価
は
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
二
つ
の
判
決
を
み
る
か
ぎ
り
で
い
え
ば
、
連
邦
と
事
業
者
団
体
と
の
取
り
決

め
や
、
経
済
的
な
期
待
可
能
性
、
集
団
的
な
義
務
の
行
使
と
い
う
も
の
に
表
わ
さ
れ
た
「
協
働
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
と
り
わ
け
協
働
の



42叢論律法

主
体
、
何
と
何
と
の
協
働
か
、
協
働
の
手
法
、
協
働
の
は
た
す
機
能
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
そ
も
そ
も
理
論
的
問
題
と
し
て
、
協
働
原
則
自
体
は
た
し
て
本
当
に
法
原
則
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
か
否
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
代
に

お
け
る
他
の
行
政
分
野
と
こ
と
な
っ
て
環
境
保
護
領
域
に
固
有
の
協
働
と
い
う
こ
と
が
存
在
す
る
の
か
否
か
、
一
九
九
四
年
の
基
本
法
改

正
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
、
二
〇
条
a
項
（
国
家
の
環
境
保
持
義
務
）
か
ら
協
働
原
則
を
導
き
出
す
こ
と
は
可
能
な
の
か
否
か
に
つ
い
て
も

問
題
は
残
さ
れ
る
。
最
も
大
き
な
問
題
は
、
「
協
働
は
基
本
権
解
釈
を
喚
起
」
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
基
本
権
に
よ
る
（
国
家
の
）
責

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

任
追
求
と
い
う
明
確
な
基
準
点
が
あ
い
ま
い
に
な
り
得
る
」
（
カ
ッ
コ
内
筆
者
）
点
に
あ
ろ
う
。

　
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
環
境
先
進
的
な
一
部
の
州
は
、
環
境
保
護
に
関
し
て
連
邦
法
分
野
で
未
だ
規
定
さ
れ
て
い
な
い
部
分
に
先
駆
的
に

取
り
組
ん
で
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。
協
働
原
則
は
、
そ
れ
ら
の
州
や
地
方
公
共
団
体
の
独
自
の
工
夫
や
努
力
に
対
し
て
、
連
邦
レ
ベ

ル
で
の
規
制
同
一
化
を
求
め
る
も
の
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
国
際
化
の
下
、
各
国
内
に
お
け
る
環
境
保
護
等
に
よ
る
経
済
規
制
の
統
一
は
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
二
つ
の
一
九
九
八
年
判

決
で
と
り
わ
け
州
や
市
の
独
自
の
租
税
制
定
権
が
、
協
働
原
則
に
よ
り
実
質
的
に
閉
じ
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
は
、
地
方
環
境
税
の

可
能
性
が
い
わ
れ
、
導
入
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
日
本
に
と
っ
て
、
憲
法
規
範
の
相
違
を
さ
し
引
い
て
も
興
味
深
い
示
唆
を
与
え

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

1註
　
エ
ッ
カ
ル
ト
・
レ
ー
ビ
ン
ダ
ー
（
山
本
悦
夫
・
飯
田
稔
・
斎
藤
孝
訳
）
「
環
境
法
の
手
法
ー
ド
イ
ツ
と
日
本
の
現
在
の
比
較
」
（
ド
イ
ツ
憲
法
判

例
研
究
会
編
・
人
間
・
科
学
技
術
・
環
境
）
（
信
山
社
、
一
九
九
九
年
）
三
二
八
頁
参
照
。
こ
の
原
因
と
し
て
、
二
〇
世
紀
末
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ

ム
国
家
へ
の
世
界
的
流
れ
、
環
境
政
策
の
展
開
と
経
済
の
持
続
的
発
展
と
の
均
衡
を
は
か
る
要
請
、
ド
イ
ツ
国
内
で
の
環
境
政
策
の
政
治
的
位
置

づ
け
の
変
化
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
環
境
保
全
の
手
法
の
多
様
化
、
規
制
的
手
法
、
自
主
的
な
環
境
保
全
措
置
と
り
わ
け
そ
の
限
界
に

つ
い
て
の
全
体
像
に
関
し
て
、
松
村
弓
彦
・
環
境
法
（
成
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
二
六
頁
か
ら
四
一
頁
参
照
。
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（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

　　 　　 　1098
）　 ）　 ）

（
1
1
）

＜
°
q
r
¢
富
。
。
霧
訂
。
算
ざ
〈
σ
・
♂
西
巷
σ
Q
α
巨
。
σ
q
曽
冨
≡
巳
餌
巳
霞
①
円
α
津
巳
尊
①
円
N
蓄
。
冨
α
霞
筈
ぎ
i
■
葺
⊆
壽
暮
＆
①
。
。
〉
げ
四
g
①
目
①
昏
貫

Z
篇
≦
．
悼
O
O
ρ
Q
Q
面
露
㊤
（
悼
①
悼
O
）
．
石
弘
光
・
環
境
税
（
一
九
九
三
年
）
、
大
塚
直
「
環
境
賦
課
金
ω
～
⑥
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
七
九
号
か
ら
九
八
七
号

（一

繼
繹
齡
N
）
、
大
塚
直
「
廃
棄
物
減
旦
里
・
リ
サ
イ
ク
ル
政
策
の
新
展
開
ω
か
ら
ω
1
包
装
廃
棄
物
の
抑
制
・
再
利
用
政
策
お
よ
び
廃
棄
物
に

関
す
る
賦
課
金
政
策
を
中
心
と
し
て
」
N
B
L
五
七
六
号
（
一
九
九
五
年
）
か
ら
六
三
］
号
（
一
九
九
七
年
）
。

　
環
境
税
に
関
し
て
現
在
も
っ
と
も
関
心
を
あ
つ
め
て
い
る
の
は
、
二
酸
化
炭
素
を
出
す
量
に
応
じ
て
化
石
燃
料
に
課
税
す
る
炭
素
税
で
あ
り
、
気

候
変
動
防
止
を
促
進
す
る
た
め
に
欧
州
各
国
で
導
入
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
ド
イ
ツ
に
お
い
て
環
境
誘
導
税
と
し
て
連
邦
レ
ベ
ル
で
旦
ハ
体
化

さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
消
費
税
と
し
て
の
電
力
税
や
交
通
税
と
し
て
の
自
動
車
税
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
取
水
公
課
は
、
水
資
源
の
保
全
を
目
的
と
し
、
一
九
八
七
年
の
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
州
の
法
律
や
一
九
九
二
年
の
ヘ
ッ
セ
ン
州
の

法
律
を
か
わ
き
り
に
、
ほ
と
ん
ど
の
州
の
法
律
で
設
け
ら
れ
て
い
た
公
課
（
〉
げ
σ
q
僅
げ
①
）
で
あ
る
。
主
に
、
地
下
水
の
汲
み
上
げ
や
採
掘
に
対
し

て
、
そ
の
量
と
使
用
目
的
に
応
じ
て
賦
課
さ
れ
た
。
こ
の
取
水
公
課
の
性
質
お
よ
び
合
憲
性
に
つ
き
、
さ
し
あ
た
り
、
U
冨
三
〇
げ
ζ
⊆
冨
乱
Φ
ぎ
国
冒

oQ

署
t
評
け
冒
衷
o
げ
9
昌
σ
q
p
焦
Φ
一
昌
α
犀
o
δ
o
q
尻
昏
①
゜
・
”
①
o
暮
N
ロ
目
．
．
壽
゜
・
①
壱
け
⇒
巳
σ
舜
、
「
し
d
①
゜
。
魯
巳
ロ
ゆ
仙
①
ω
b
u
＜
σ
臥
ρ
Z
＜
乏
N
H
り
㊤
ρ
o
Q
ト
ミ
中

　
特
別
廃
棄
物
公
課
と
は
、
特
に
監
視
す
る
必
要
が
あ
る
廃
棄
物
に
対
す
る
公
課
（
》
げ
σ
q
㊤
げ
①
）
で
あ
り
、
一
九
九
一
年
に
、
バ
ー
デ
・
ヴ
ュ
ル
テ

ン
ブ
ル
ク
州
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
、
二
ー
ダ
ザ
ク
セ
ン
州
の
法
律
で
制
定
さ
れ
た
。

　
廃
棄
物
発
生
公
課
と
は
、
特
に
監
視
す
る
必
要
が
あ
る
廃
棄
物
に
限
定
せ
ず
に
、
廃
棄
物
の
発
生
に
つ
き
公
課
（
｝
σ
σ
q
9
σ
Φ
）
を
課
す
も
の
で
、

一
九
九
四
年
に
、
シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
の
法
律
で
制
定
さ
れ
た
。

　
包
装
税
は
、
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
店
な
ど
の
使
い
捨
て
包
装
・
容
器
に
対
す
る
公
課
（
〉
げ
α
q
ρ
げ
①
）
で
あ
る
。
一
九
九
一
年
に
、
ヘ
ッ
セ
ン
州

カ
ッ
セ
ル
市
の
条
例
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
導
入
さ
れ
、
そ
の
後
一
九
九
八
年
ま
で
に
ド
イ
ツ
の
四
一
の
市
が
こ
の
包
装
税
条
例
を
導
入
し
た
。

　
前
出
、
レ
ー
ビ
ン
ダ
ー
、
三
二
八
頁
。

　
＜
α
q
r
菊
①
冒
頸
Q
o
o
げ
琶
乙
け
＼
い
霞
゜
励
U
陣
①
匹
Φ
」
o
げ
。
n
Φ
P
』
N
お
り
P
Q
Q
°
ら
。
刈
卑

　
b
d
＜
①
昧
Ω
国
㊤
ω
“
ω
H
P
本
判
例
評
釈
に
つ
き
、
ζ
ロ
田
≦
冨
『
p
p
O
こ
自
¶
［
蔭
H
㊤
中
］
°
松
本
和
彦
「
水
資
源
の
保
全
と
取
水
賦
課
金
制
度
」
（
ド
イ

ツ
憲
法
判
例
研
究
5
6
）
自
治
研
究
七
三
－
入
（
一
九
九
六
年
）
一
〇
七
頁
以
下
。

　
b
d
＜
σ
匡
Ω
国
㊤
o
。
”
目
0
9
本
判
決
の
評
釈
に
つ
き
さ
し
あ
た
り
く
σ
q
レ
区
゜
訳
o
目
ρ
P
⊂
日
を
⊆
菖
①
昌
閃
ロ
昌
o
q
°
。
費
げ
o
q
p
げ
㊦
ロ
ρ
昌
山
僧
げ
猷
年
④
o
げ
自
o
げ
①
゜
・

閑
o
o
需
冨
菖
。
田
肩
ぎ
N
首
U
O
＜
H
O
㊤
P
Q
。
．
旨
勢
国
①
冒
田
Q
Q
筈
目
乙
ミ
ピ
霞
。
。
9
巴
巴
。
訂
8
》
』
N
目
8
P
Q
。
曾
。
。
刈
P
ζ
ざ
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